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 海洋生物資源の保全と持続可能な利用に向け、新協定の交渉が進められるなど、国際的

な法制度整備が進められている。東インド洋は漁獲量が急速に増大する一方、地域漁業管

理機関がこの海域を対象としておらず、その他の多国間制度は東インド洋に特化していな

い、あるいは、海洋汚染防止などの対象を限定しているなどの理由から、海洋保護区を含

む区域型管理ツールの立案・効果的実施には制度的発展が必要となっている。 
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1．序論 

海洋は地球の表面積の 71%を占め、生物

が生息する 95%の領域を構成している1。こ

のうち、各国の国家管轄権下にある領海お

よび排他的経済水域（EEZ）を超えた公海、

いわゆる国家管轄権外区域は、地球の表面

積の 45％、海洋の表面積の 64%、海洋の容

積の 95%を構成している2。ただ、海洋は依

然として未知の分野が大きく、海洋生物の

詳細が調査されている海洋層構造や海底な

どは、全体の 100 万分の 1 程度と推定され

る3。一方で、人口増加や経済発展に伴い、

海洋生物資源の利用は加速度的に増大して

いる。その結果、海洋の生物資源やその多

様性は、減少傾向にあり、海洋生物資源の

喪失や枯渇が懸念されている4。このため、

国家管轄権内の海洋生物資源の保全と併せ、

国家管轄権外区域の海洋生物資源の保全の

重要性が広く認識されてきている。 
 海洋生物資源の保全に向けた取り組

みを加速させる必要性がある中で、国家

管轄権外区域は、国家の主権や管轄権が

及ばず、その保全に向けては新たな国際

的法制度が必要となっている。そうした

観点から、国家管轄権外区域の海洋生物

多様性（BBNJ）の保全と持続可能な利

用に関する国際的な法的拘束量のある
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められている 5。海洋遺伝子資源（MGR: 
Marine genetic resources）、環境影響評価、

能力構築および海洋技術移転と並んで、

海洋保護区を含む区域型管理ツールが

重要な項目となっている。新協定が成立

すれば、国家管轄権外区域、海水面や海

水層で言えば公海において関係国が新

協定の下で海洋保護区や海域利用計画

を通じて海洋生物多様性を保全し、持続

可能な海洋生物資源の利用を進めるこ

とが可能となる 6。しかし、その実現には、

新協定の成立もさることながら、関係国

が連携して特定海域において海洋保護

区や区域型管理ツールを提案し、合意形

成を図り、合意内容の履行確保を図って

いくことが必要で、そうした目的の実現

には様々な課題がある 7。  
 本稿では、公海における生物資源の利用

状況について、特に、漁業に焦点を当て、

漁業資源の利用の動的変遷を考察する。そ

の上で、近年、漁獲量の増加率が高い東イ

ンド洋を例に、その地域協力を進める制度

的枠組みの現状と課題を論じる。そうした

考察を踏まえ、特にインド洋やアジア・太

平洋を中心に海洋保護区を含む区域型管理

ツールの導入の可能性やその効果的実施に

向けた国際連携推進のための制度的枠組み

の強化に向けた施策の提示を試みる。 
 
2．国家管轄権外区域における生物多様

性を巡り法制度の展開 

2－1 国家管轄権外区域における海洋生物

多様性評価 

公海の表面積は約 2 億 km2で、世界の海洋

面積 3 億 6,300 万 km2の 64％を占め、表層・

深層といった外洋海水層および海底面が公

海の生物生息域となっている（図 1）9。海洋

生物資源としては、漁業資源の他に、海底生

態系生物資源や海洋生物遺伝子資源がある。

海底面には豊富な固有種が存在し、多様性に

富み、IUCN の絶滅危惧種に記載されるニホ

ンウナギが、西マリアナ海嶺で、産卵、繁殖

し、東アジアで生育している例に示されるよ

うにその重要性が高い10,11。海洋遺伝資源は、

海洋に生息する植物、動物、微生物等に由来

する遺伝子資源のことで、例えば、研究用試

薬用の酵素として利用されている他、抗がん

剤としての有効性などが研究されている

 

図 1 世界の公海8 
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12,13,14,15。バイオテクノロジーの進歩により、

海洋生物資源を利用する様々な医薬品や保

健、食品、化粧品など幅広い用途で製品の商

業化が試みられ、その市場規模は今後更に拡

大することが見込まれている16,17,18。 
 
2－2 国家管轄権外区域における水産資源 

 世界の海面漁獲量は 1980 年半ばまで堅

調に増加し続け、1996 年の 1,136 万 9 千ト

ンをピークにその後は横ばいを保っている

（図 2）。一方、日本の海面漁獲量は、1984 
年をピークに減少し続け、2019 年の海面漁

獲量は 1984 年のピーク時の 30%にまで減

少している。世界の漁業が拡大、その後は

横ばいを続ける中で、日本の海面漁獲量は

減少傾向にあり、1.75%増大した 2018 年を

除いて、2010 年以降も毎年 0.02〜7.44％の

減少を繰り返している。 
世界的な漁獲量の増大により、世界の漁

業資源量は減少傾向にあり、自然再生によ

り資源量が維持できる魚種は 1974 年時点

では 90%であったものが、2017 年の時点で

65.8%に減少している（図 3）。また、乱獲 
の対象となっている魚種が 34.2%に達して
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図 2 世界と日本の海面漁獲量の推移（1950-2019 年） 

乱獲魚種: 34.2%（2017年）

最大持続可能漁獲魚種: 59.6% （2017年）

低漁獲魚種: 6.2%（2017年）
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図 3 世界の漁業資源の現況（1974-2017 年）19 
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おり、持続可能な開発目標 SDG14.4 におい

て規定される乱獲を停止するとの目標が実

現されていない。 
 世界の漁獲量上位 8 か国をみると、中国

の漁獲量が最大であり、2019 年においては、

1,233 万トンを記録し、インドネシアが 700
万トン、ペルーが 483 万トンと続いている

（図 4）。日本の漁獲量は 1990 年、966 万ト

ンと世界最大で、ロシアの 700 万トン、ペ

ルーの 684 万トン、中国の 585 万トンがそ

れに続いていた。その後は日本の漁獲量は

年々減少傾向をたどり、2019 年の日本の漁

獲量は 321 万トンと中国の 4 分の 1 程度と

なっている。中国は、1990 年代に急速に漁

獲量を増やしていったが、1998 年の 1,342
万トンを記録したのを境に一度微減傾向を

示し、2002 年以降は再び緩やかに漁獲量を

増大させた。2015 年に 1,465 万トンを記録

して以降は再び緩やかな減少傾向を示して

いる。一方、2000 年以降、急速に漁獲量を

増やしているのがインドネシアで 2000 年

には 380万トンであった漁獲量が 2019年に

は 700 万トンと 82%の増加を示している。

最も高い増加率を示しているのがベトナム

で、2000 年には 142 万トンであった漁獲量

は 2019 年には 328 万トンと 131%、倍以上

の伸びで漁獲量を増やしており、2019 年に

は日本の漁獲量（320 万トン）を初めて上

回っている。インドは 2000 年 282 万トンで

あったが、2019 年には 369 万トンと 30%の

増加を示した。ロシアは 2000 年 374 万トン

であったものが、2019 年には 473 万トンと

27%の伸びを示している。アメリカは 2000
年に 476 万トンであったものが、2019 年に

おいても 478 万トンとほぼ同水準の漁獲量

を示している。一方、ペルーは 2000 年には

1,063 万トンであった漁獲量が 2019 年には

483 万トンとマイナス 55%の減少を示して

いる。なお、2000-2019 年の日本の漁獲量

はマイナス 37%、中国はマイナス４％であ

った。長期にわたり漁獲量を減少させる日

本、近年漁獲量の減少を示すものの依然と

して最大の漁業国である中国、乱高下する

ペルー、横ばいのアメリカ、漁獲量を急拡
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図 4 漁獲量上位 8 か国の推移（1990-2019 年） 
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大させるベトナム、インドネシア、堅調な

伸びを示すロシア、インドというのが、近

年の主要漁業国の漁獲量の傾向と言える。 
 領海や EEZ 内の漁業資源については、沿

岸国が適切な漁業資源管理を行い、持続可

能な漁業を確立していくことが急務となっ

ている。公海の海洋生物資源として重要な

魚類については、1995 年に採択され 2001
年に発効した国連公海漁業協定が、公海に

おける回遊性魚種の保全と管理に関する制

度的枠組みを提供している20。その特徴と

して、地域漁業機関等による回遊性魚種の

保全と管理を目指すと規定している。世界

の多くの海域で水産資源の保全と管理を進

める地域機関や取極が存在し、資源の評価

や管理を行っている。公海の小型の外洋魚

種については、例えば、北太平洋漁業委員

会（NPFC）が中国、韓国、台湾、ロシア、

アメリカ、カナダ等と連携しサンマ、サバ

類などの資源管理を目指して連携を進めて

いる。近年、不漁が報じられているサンマ

については、NPFC メンバー国で資源評価

が行われ、2017 年に歴史的低水準であるこ

とが示され、これ以上の漁獲拡大は資源の

深刻な減少をもたらすと警鐘が示され、

2019 年にサンマの漁獲枠が合意され、更に、

2021 年 2 月に漁獲枠を 40%縮小することが

合意された21,22,23。回遊魚種である太平洋の

カツオ、キハダマグロ、メバチマグロなど

については、中西部太平洋まぐろ類委員会

（WCPFC）が資源管理のための国際的協力

を推進している。WCPFC の報告では、半

世紀前からの比較では減少しているものの、

ここ数年では資源の枯渇や乱獲は発生して

いないと報告している24。太平洋クロマグ

ロについては、2020 年に資源量回復が報告

され、2021 年 12 月に開催された年次会合

で、太平洋クロマグロの大型魚（30kg 以上）

の漁獲枠を 15%増加することが合意された
25,26,27,28,29。 

大西洋のマグロ類については、大西洋ま

ぐろ類保存国際委員会（ICCAT）が国際協

力を推進している。大西洋ではマグロ類は

1970 年代に減少したが、ビンナガマグロは

2000 年から、タイセイヨウクロマグロは

2004 年から資源が回復傾向にあると報告

している30。その他、例えば北東大西洋の

サバ類は 2006 年まで減少し、その後 2014
年まで増加した経緯があるなど、北東大西

洋漁業委員会（NEAFC）が国際海洋探査協

議会（ICES）の助言を受け、漁業資源管理

措置に従った国際協力を進めている31,32。 
 
 
3．世界的な漁業による海域利用の拡大

傾向と意味合い 

 世界の海域は、主に太平洋、大西洋、イ

ンド洋、地中海、黒海、南大洋、南極海、

北極海と大分される（図 5）。これらの海域

について、海域面積、海域別漁獲量、海域

別単位面積あたりの漁獲量を示す（表 1）。
海域面積、漁獲量ともに太平洋が最も大き

い。一方、海域別単位面積あたりの漁獲量

は地中海・黒海が最も大きく、次いで、太

平洋、大西洋、インド洋の順になっている。

南大洋・南極海、北極海の漁獲量は全体か

ら見れば小さい。 
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表 1 海域別単位面積あたりの漁獲量33 

海域面積 漁獲量
海域別単位面積
あたりの漁獲量

(km2) （トン) (トン/km2)
地中海・⿊海 3,000,000.00 1,390,002.96 0.46
太平洋 169,000,000.00 47,336,311.33 0.28
⼤⻄洋 85,100,000.00 20,042,246.21 0.24
インド洋 60,400,000.00 12,353,070.77 0.20
南⼤洋・南極海 34,100,000.00 369,878.97 0.01
北極海 9,300,000.00 708.00 0.00
FAO (2022) and FAO FishStatJより著者作成

 

 
図 5 世界の海洋区分34 
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図 6 では、それぞれの海域面積および漁

獲量が全体に占める割合を縦横軸で示し、

円で漁獲量を示している。面積および漁獲

量は太平洋が最も大きく、このことから、

海域および漁業管理において、太平洋が重

要な位置を占めていると言える。一方、

1990-2019 年の約 30 年間の漁獲量の推移を

みると、総体的に太平洋の比重が微減して

おり、インド洋の割合が徐々に大きくなっ

てきている（図 7）。1990 年には世界の漁獲

量の 62%を太平洋が占めていたが、2019 年

には 58%にまで漸減している。一方、イン

ド洋の漁獲量は 1990 年では世界の 8%を占

めていたが、2019 年には 15%と倍近くその

割合が増加している。 
 FAO は、世界の海域をもう少し細かく区

分しており、例えば、太平洋であれば、緯

度では東西で、また、経度では北部、中部、

南部で合計６つの小海域に区分している。

同様に、大西洋も 6 つの小海域に区分し、

インド洋は東部と西部の 2 つに区分されて

いる。こうした小海域区分の下で漁獲量の

推移をみると、2019 年では北西太平洋、つ

まり、日本周辺の海域が 1,965 万トンと最

も大きい（表 2）。北西太平洋は 1997 年に

2,402 万トンの漁獲量を記録しているが、

2002 年には 1,964 万トンと 2,000 万トンを

下回った。それ以降は微増し 2014 年には

2,159 万トンを記録したものの、また減少

傾向をたどり、2018 年は 2,053 万トン、2019
年は 2,000 万トンを下回る 1,965 万トンと、

2002 年の水準に低下している。北西太平洋

に次いで 2019 年の漁獲量が大きいのが東

南アジア周辺の海域を含む中西部太平洋で、

1990 年では 740 万トンと北西太平洋の 3 分

の 1 程度であったが、漁獲量は年々上昇し、

2019 年には北西太平洋漁獲量の 70 パーセ

ントにまで達している。南アメリカ大陸西

方の南東太平洋は、1994 年に 2,042 万トン

と北西太平洋とほぼ同じ水準の漁獲量を記

録したが、それ以降は上下変動を繰り返し

ながら低下し、2019 年は 824 万トンと 1994
年のピーク時の半分以下にまで減少してい

る。各々の小海域で漁獲量は異なるパター

ンで増減してきていることがわかる。 
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図 6 総海面および総漁獲量の海域別割合35 
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表 2 小海域別漁獲量と変化率（1990-2019） 

FAO FishStatJ (2022)より著者作成

2019年の漁獲量
（トン）

1990-2019年の
変化率（％）

インド洋/東部 6,863,450 104.60%
太平洋/中⻄部 13,950,153 88.24%
インド洋/⻄部 5,489,621 67.73%
⼤⻄洋/中東部 5,417,389 30.94%
太平洋/中東部 1,873,915 13.10%
地中海・⿊海 1,390,003 0.07%
⼤⻄洋/北東部 8,410,039 -4.73%
太平洋/北東部 3,168,247 -4.92%
⼤⻄洋/南東部 1,373,186 -5.01%
⼤⻄洋/南⻄部 1,734,582 -8.04%
太平洋/北⻄部 19,652,556 -12.54%
⼤⻄洋/中⻄部 1,396,181 -18.31%
太平洋/南東部 8,236,635 -41.29%
太平洋/南⻄部 454,805 -45.04%
⼤⻄洋/北⻄部 1,710,869 -48.31%
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図 7 海域別漁獲量の割合（1990-2019） 
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 小海域別の漁獲量の変化率だけど見てみ

ると、1990-2019 年の期間で最も高い増加

率を示しているのが東インド洋である。増

加率は 104%で、約 30 年の間に漁獲量が

1990 年には 335 万トンであったものが、

2019 年には 686 万ドンにまで増大している

（表 2）。次いで、中西部太平洋の 88%、3
番目には西インド洋の 68%が続いている。

南太平洋は南西太平洋がマイナス 45%、南

東太平洋がマイナス 41%と共に大きく漁獲

量が減少している。 
 こうした漁獲量の増減の背景には、様々

な要因が推察される。漁獲量が大幅に増大

している要因としては、漁船の規模や数が

増大し、漁獲能力の向上により漁獲量が増

大しているのではないかということは容易

に推察できる（図 8）。一方で、漁獲量が大

幅に減少している要因としては、漁業資源

0
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北⻄太平洋
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⻄インド洋

中東⼤⻄洋
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百万トン

FAO FishStatJ (2022)より著者作成  

図 8 小海域別漁獲量の推移（1990-2019） 
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が減少しているということも考えられるが、

おそらくは、漁業規制や管理が機能し、漁

獲量が安定的に管理されていると考えるこ

とができる。こうした点については、魚種

別の漁獲量の変化や資源動態など、経年変

化も含め、更に細かい考察が必要とされる。 
 以降、約 30 年の間に最も高い増加率で漁

獲量が増加している東インド洋の漁業を更

に分析し、急速に漁獲量が増大する海域で

の漁業の実態を考察する。その上で、地域

的な海洋管理や公海漁業協定で公海の漁業

資源管理の推進が想定された地域漁業管理

機関の運用、更には、海洋環境保全と持続

可能な漁業の推進を実現するための地域的

な法制度的枠組みを比較検討し、広域的な

海洋生態系の保全と海洋および漁業資源の

持続可能な利用を実現するための政策・制

度的枠組みの機能と課題の明示を図る。 
 
 
4．東インド洋の海洋および漁業資源管理 

4－1 東インド洋における漁業の傾向 

 東インド洋における漁獲量の傾向として

は、インドネシアが 2019 年には 201 万トン

と最も大きく、次いでインドの 148 万トン、

ミャンマーの 106 万トンと続いている。

2000-2019 年の間での変化率では、バング

ラデシュが 98%の増加率で 2000 年に 33 万

トンであった漁獲量が 2019 年には 66 万ト

ンとほぼ倍増している。次いでインドネシ

アの 65%、インドの 62%、マレーシアの 51%、

スリランカの 40%、ミャンマーの 19%と続

いている。最も大きい減少率を示したのが

日本で、マイナス 60%であった。日本の漁

獲量は 2000 年には 20 万トンであったが、

2019 年には 8 万トンにまで減少している。

2 番目に大きい減少率を示したのはタイの

51%で、2000 年に 76 万トンであった漁獲

量は 2019 年に 37 万トンに減少している。

オーストラリアの漁獲量はマイナス 11%で、

2000 年には 13 万トンであった漁獲量は 12
万トンに減少している。世界最大の漁業国

である中国のこの海域での漁獲量は 2019
年には 42 トンとなっている。1999 年には

5,900 トンを記録しているが、その後の漁

獲量は減少し、現在の水準に至っている。

急激に漁業を拡大させているベトナムはこ

の海域での漁獲量を記録していない。 
 東インド洋での漁獲量について、沿岸国

の EEZ 内の漁獲か EEZ 外の公海での漁獲

かは FAO の統計からは判別できない。しか

し、高度回遊性魚種であるマグロ類（カツ

オ、キハダマグロ、メバチマグロ、ビンチ

ョウマグロ、ミナミマグロ）の漁獲量だけ

で見ると、漁獲量で上位を占める漁業国名

は異なってくる。全ての魚種の総量を示し

た図 9 では、インド、ミャンマー、マレー

シア、バングラデシュ、タイ、スリランカ

の順で並んでいたが、マグロ類だけに限定

すると、漁獲実績があるのはインドネシア、

スリランカ、インドとなっており（図 10）、
ミャンマー、マレーシア、バングラデシュ、

タイの漁獲実績は示されていない。沿岸国

などの間でマグロ類の漁獲能力に差がある

ことが理解できる。インドネシアおよびス

リランカは 1990 年から堅調に漁獲量を増

やし、2019 年のインドネシアの漁獲量は 19
万トンと 1990 年比で 4 倍、スリランカは

2019 年に 5 万 7 千トンと 1990 年比で 2 倍

に増加させている。一方、インドの 1990
年の漁獲量は 1,900 トンであったが、2019
年には 25,000 トンと 14 倍にまで増大させ

ている。 
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図９にインドネシアが含まれていませんが、良いでしょうか？ 
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図 9 東インド洋における主要漁業国の漁獲量の推移（1990-2019 年） 
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図 10 東インド洋における主要漁業国によるマグロ類の漁獲量の推移（1990-2019 年） 
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 東インド洋でマグロ類漁を行ってきた国

や地域の漁獲量の変化を表 3 ではより具体

的に示している。図 10 との関連で、インド

ネシアやスリランカが漁獲量を堅調に増や

してきていることを解説したが、更に強調

できる点としては、インドの急激な漁獲量

の増大である。1990 年には 1,892 トンであ

った漁獲量が 2019 年には 25,601 トンと 14
倍にまで漁獲量を大きく増やしている。一

方、2010 年、台湾は 25,139 トンとインド

ネシア、スリランカに次ぐ漁獲量を記録し

ていたが、2019 年には 4,263 トンにまで漁

獲量を落としている。2000 年に中国が

3,878 トン、また、2010 年にはタイが 3,073
トン、マレーシア、セイシェルも 1,000 ト

ンを超える漁獲量を記録しているが、2019

年には中国は 27 トン、マレーシアは 230
トン、セイシェルは 56 トンと大きく漁獲量

を減らしている。韓国は 1990 年に 1,943 ト

ンを記録しているが以降は漁獲量を減らし、

2019 年の漁獲量は記録されていない。東イ

ンド洋のマグロ類漁獲については、過去 30
年の間にインドネシア、スリランカ、イン

ドが増減はあるものの大きく漁獲量を増や

してきた一方、撤退していた国もあること

がわかる。こうした傾向から、マグロ類な

どの高度回遊性魚種の漁業は特定の国に集

約される傾向があり、沿岸国全てが必ずし

も漁獲しているわけではないことが理解で

きる。海洋環境や漁業資源の地域的な管理

体制を構築していく上では、こうした傾向

や特性にも留意することが必要となる。 

表 3 東インド洋におけるマグロ類国別漁獲量の推移（1990-2019 年） 

国・地域 1990 2000 2010 2019
インドネシア 44,016 123,481 146,407 190,624
スリランカ 26,644 86,279 110,798 56,985
インド 1,892 3,142 10,791 25,601
日本 10,303 17,187 9,691 6,488
オーストラリア 4,885 8,528 4,145 5,507
台湾 13,021 17,459 25,139 4,263
マレーシア 0 0 1,465 230
セイシェル 0 168 1,264 56
中国 0 3,878 2,591 27
タイ 0 1,883 3,073 0
韓国 1,943 0 0 0
非特定国・地域 2,101 6,926 1,202 0
FAO FishStatj (2022)より著者作成
注：数値は主要漁業国のマグロ類（カツオ、キハダマグロ、メバチマグロ、
ビンチョウマグロ、ミナミマグロ）の国別漁獲量の総量を示す。
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4－2 東インド洋を巡る地域的な海洋管理体制 

 東インド洋は先述の通り、インドとイン

ドネシアに挟まれる海域からオーストラリ

ア西方の海域を包含する（図 11）。東イン

ド洋が、南アジア、東南アジア、オセアニ

アに広域に広がることから、その管理体制

については対象海域や対象とする政策目的

など多様な制度が関わっており、これらの

機能を踏まえることが、効果的な地域的海

洋管理体制を構築していく上で重要となる。 
 海洋環境保全と漁業資源管理は異なる地

域機関が取り扱う例が多く、東インド洋の

場合も海洋環境保全と漁業資源管理を一体

として取り扱う地域機関は存在しない。表

4 に示される通り、海洋環境保全と漁業資

源管理を推進する組織は別々になっており、

海洋環境保全を推進する地域機関としては、

SASP（南アジア海計画）が挙げられる。

COBSEA（東アジア海域調整機構）につい

てはインドネシアとタイが、また、PEMSEA
（東アジア海域環境管理パートナーシップ）

はインドネシアがメンバーとなっているが、

活動の中心は東南アジア諸国周辺の南シナ

海や太平洋側となっている。また、SASP
は、南アジアのバングラデシュ、インド、

スリランカ、モルジブが参加しているが、

インドネシア、タイ、ミャンマーは参加し

ていない。 

Marine Regions、FAO Regional Fishery Bodies Map Viewerより著者作成。
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図 11 東インド洋と沿岸国 
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表 4 東インド洋の海洋・漁業資源管理を取り扱う地域機関 

オ
│
ス
ト
ラ
リ
ア

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

タ
イ

ミ
ヤ

ン
マ
│

バ
ン
グ
ラ
デ

エ

シ
ユ

イ
ン
ド

ス
リ
ラ
ン
カ

モ
ル
ジ
ブ

組織的特性

1
APFC（アジア太平洋漁業委員会）
Asia-Pacific Fishery Commission

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

漁業政策に関する地域的政策対話。ワーク
ショップ等の開催。3年に1度の委員会開
催。FAOアジア・太平洋事務所（バンコ
ク）が事務局。

2
BOBP（ベンガル湾計画）
Bay of Bengal Programme

- - - - 〇 〇 〇 〇 沿岸漁業の知見や技術および情報共有。事
務局（インド・チェンナイ）

3
CCSBT（ミナミマグロ保存委員会）
Convention for the Conservation of
Southern Bluefin Tuna

〇 〇 - - - - - -
ミナミマグロの保全および最適利用のため
の資源管理を推進。事務局はオーストラリ
ア・キャンベラ。

4
COBSEA（東アジア海域調整機構）
Coordinating Body on the Seas of
East Asia

- 〇 〇 - - - - -
東アジア海域の海洋環境および沿岸域の開
発と保護を推進。事務局は国連環境計画ア
ジア・太平洋地域事務所（バンコク）。

5
IOTC（インド洋まぐろ類委員会）
Indian Ocean Tuna Commission

〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇
インド洋におけるまぐろ類の管理を推進。事
務局はセイシェル。

6

PEMSEA（東アジア海域環境管理パート
ナーシップ）
Partnerships in Environmental
Management for the Seas of East Asia

- 〇 - - - - - -
東・東南アジアの海域における環境保全と調
和した開発を推進。事務局はフィリピン・ロ
スバニョス。

7
SASP (南アジア海計画)
South Asian Seas Programme

〇 〇 〇 〇

化学物質廃棄物対策、沿岸開発、海洋生物や
生態系の保全など、海洋保護を推進。事務局
はスリランカ・コロンボにある南アジア共同
環境計画（SACEP）。

8

東南アジア漁業開発センター
（SEAFDEC）
Southeast Asian Fisheries Development
Center

- 〇 〇 〇 - - - -
東南アジアの漁業および養殖業の持続可能性
の確保を図る。事務局はバンコク。

9
南インド洋漁業協定（SIOFA）
Southern Indian Ocean Fisheries
Agreement

〇 - - - - - - -
アジアにおける漁業の⻑期的な保全と持続可
能な利用を図る。事務局は仏領レユニオン。

10
南太平洋地域漁業管理機関（SPRFMO）
South Pacific Regional Fisheries
Management Organisation

〇 - - - - - - -
南太平洋における生物資源の保全と管理を推
進。事務局はニュージーランド・ウェリント
ン。

各組織のホームページ等より著者作成、国名の下の〇はメンバー国、-は非メンバー国であることを示す。  
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 一方、漁業資源管理を推進する地域機関や

協定の数は海洋環境保全を取り扱う地域機

関の数より多い。APFC（アジア太平洋漁業

委員会）は、FAO のアジア・太平洋諸国のメ

ンバー国が参加している。ただし、広域な地

域を対象とするが故に、東インド洋に特化し

た議論がなされる制度では必ずしもなく、ま

た、委員会会合の開催自体は 3 年に 1 度と開

催頻度が高くないことから、即応的な対応を

議論するというよりは、長期的な情報共有や

政策協調が活動の中心となっている。BOBP
（ベンガル湾計画）は、その呼称から沿岸・

海洋環境保全を志向しているものとの印象

を与えるが、主たる目的はベンガル湾沿岸国

の沿岸漁業に関する知見や技術および情報

共有を目的としているもので、バングラデシ

ュ、インド、スリランカ、モルジブが参加し

ているが、インドネシア、タイ、ミャンマー

は参加していない。CCSBT（ミナミマグロ保

存委員会）、IOTC（インド洋まぐろ類委員会）

はマグロ類の資源管理に特化している。東南

アジア漁業開発センター（SEAFDEC）は、

東南アジアの漁業や養殖業の持続可能性の

推進を目指しており、東南アジア諸国が参加

しているものの、南アジア諸国は参加してい

ない。南インド洋漁業協定（SIOFA）や太平

洋地域漁業管理機関（SPRFMO）はインド洋

南部の海域の漁業資源管理を行っているが、

東インド洋沿岸国ではオーストラリアが参

加するのみで、その他の沿岸国は参加してい

ない。SIOFA については、モーリシャスやセ

イシェルといった西インド洋諸国と遠洋漁

業国、SPREFMO についてはクック諸島やバ

ヌアツの他に遠洋漁業国が参加している。 
 既存の海洋や漁業を取り扱う地域組織で

は、組織目的で活動内容が規定され、それに

呼応して一定の参加国により運営がなされ

ており、そうした活動の中で、海洋環境と漁

業資源、南アジアと東南アジア、沿岸漁業と

マグロ類魚種など課題別、地域別、魚種別の

細分化が進んできている。APFC は漁業が中

心となっているものの、広域性という意味で

は南アジアや東南アジア諸国を包含してい

るが、その他のアジア・太平洋諸国も含んで

いることから、個別の海域に特化した議論が

行いうる場とは現状ではなりにくい。こうし

た状況から、既存組織では、東インド海域沿

岸諸国全てを交え海洋環境や漁業資源を総

合的に議論できる体制が存在して機能して

いるとは言い難く、東インド洋の海域・海洋

資源に関する保全や持続可能な利用を広域

的、総合的に議論を進めるには一定の制度的

発展が必要となっている。 
 
 
5．公海における海洋生態系の保全と 

持続可能に向けた国際体制 

5－1 国家管轄権外区域における海洋生物

多様性の保全と利用に関する国際文書

（BBNJ 新協定）を巡る動き 

国家管轄権外区域の生物多様性の保全と

持続可能な利用については、特に海洋遺伝

子資源から得られる利益を国際社会と共有

する制度の構築と併せ一体的に進めていく

ために新しい国際協定の策定が提案されて

きた36。公海域の海底鉱物資源は国連海洋

法条約の下で人類の共同財産とされ、その

探査や開発は国際社会全体のために行われ

なければならないと規定され、国際海底機

構（ISA）を通じて衡平に配分する仕組み

が設けられている37。ただし、国連海洋法

条約では、海洋遺伝子資源については明示

の規定がない。一方、生物多様性条約の下

で採択された名古屋議定書は、遺伝子資源

について規定し、ある国の領海や EEZ 内の

海洋遺伝資源を第三国の企業等が持ち出し、

利用する場合には、事前合意をし、契約に

基づく利益配分を行うことが定められてい
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る38。ただし、名古屋議定書は国家管轄権

内の遺伝子資源を対象としており、国家管

轄権外区域の遺伝子資源は対象から外れて

いる。このため、明示の規定のない公海の

海洋遺伝子資源の利用に関する国際法制度

の間隙を埋め、国際的な利益配分を可能に

する法制度の必要性が指摘され、国連は国

家管轄権外区域の海洋生物多様性に関し検

討を行う作業部会を設置し、2006 年より 9
年間に 9 回の作業部会を開催し、2016 年か

らは 4 回にわたり準備委員会を開催した39。

こうした作業を経て、2017 年 12 月の国連

総会決議 72/249 により、「国家管轄権外区

域の海洋生物多様性（BBNJ）の保全および

持続可能な利用に関する国連海洋法条約

（UNCLOS）の下での国際的な法的拘束力

ある文書に係る政府間会議」、いわゆる

BBNJ 新協定政府間会議を 2018～2020 年の

間に 4 つの会期で開催することが決定され、

2018 年 9 月、2019 年 3 月、2019 年 8 月と 3
つの会期にて政府間会議会合が開催された
40。会議では、（i）利益配分を含む海洋遺伝

資源、（ii）海洋保護区を含む区域型管理ツ

ール、（iii）環境影響評価、（iv）能力構築

と海洋技術移転が中心的な課題として議論

され、2020 年 3 月に予定されていた第 4 回

会期にて交渉の進展が目指されていたが、

新型コロナウィルス感染症の蔓延により延

期となった。2021 年においても引き続き対

面会合が延期となる中、オンラインで会期

間会合が開催され、2022 年 3 月に第 4 回政

府間会議が開催された。 
 

5－2 新協定交渉と海洋保護区を含む区域

型管理ツール 

 BBNJ 新協定案は、第 3 回政府間会議後の

2019 年 11 月に改訂版が公開され、区域型管

理ツールに関連する具体的な規定に対する

修正案が取りまとめられた41。国家管轄権外

区域の海洋生物多様性の保全と持続可能な

利用を推進するためには、海洋保護区

（marine protected areas, MPAs）などを含む

区域型管理ツールで一定の保全や管理措置

を取ることが重要であると考えられており、

このツールが新協定の中核となるとの指摘

もある42。現在の協定案改訂版では、区域型

管理ツールに関しては、第 14～21 条までの

8 つの条文が置かれており、第 14 条では、

目的を定め、区域型管理ツールの利用に関

する協力や調整や海洋法やその他の国際的

な義務やコミットメントの効果的な実施、

保護を必要とする区域の保全と持続可能な

利用等を定めている。この他、第 15 条国際

協力と調整、第 16 条（保護が必要な）区域

の特定、第 17 条提案、第 18 条提案に関す

る協議と提案、第 19 条意思決定、第 20 条

実施、第 21 条監視（monitoring）と検証

（review）に関する規定が置かれている。第

16 条 2 項では、保護を必要とする区域を特

定するための明示的基準（indicative criteria）
は附属書 I で記載するとし、附属書 I では、

特異性や希少性など 21 の項目があげられて

いる。このうち、（o）経済的および社会的

要因、（p）文化的要因などの 10 項目につい

ては、ブラケット（[]）が付され、引き続き

文言の調整が必要となっている。区域型管

理ツールに関する提案については、第 17 条

1 項で締約国が単独もしくは共同で事務局

に提出することできると規定する。2 項では、

提案書の作成において、締約国は適切なス

テークホルダーと連携できるとの規定は改

定案でブラケットが付されている。ステー

クホルダーの関与は大きな流れではあるが、

どこまでのステークホルダーの関与を求め

るのか、例えば特定の事業者などを含める

のか否かなどについて、議論の収斂が待た

れている43。区域型管理ツールの提案に関す

る協議および評価について、第 18 条では、
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協議は全ての適切なステークホルダーに対

して参加型とし、透明で開かれていなけれ

ばならないと規定し、2 項で事務局は提案を

公表し協議を推進すると規定する。その協

議の対象は、（a）各国政府をはじめ、（b）
条約や枠組み、世界規模・地域・小地域・

分野別組織、（c）伝統的な知見を有する先

住民や地域社会、学術界、市民社会および

その他の適切なステークホルダーを列記す

る。意思決定については、第 19 条で締約国

会議が区域型管理ツールに関する意思決定

を行うと規定する。区域型管理ツールの設

定については、既存の機関にその権限を委

ねることも提案されたが、協定案改訂版で

は、締約国会議が区域型管理ツールの決定

権限を有すると規定されている。区域型管

理ツールの実施については、第 20 条 1 項で

締約国は国家管轄権外区域で実施される活

動はこの協定の区域型管理ツールに関して

採択される決定と一貫して実施されなけれ

ばならないと定めているが、3～6 項はブラ

ケットが付されており、議論の収斂が求め

られている。第 21 条では監視と点検が規定

され、締約国は区域型管理ツールの実施に

関し締約国に報告を行い、科学技術組織に

よる監視と点検を受け、締約国会議が区域

型管理ツールに関し必要とあれば修正や撤

廃に関する決定を行うことができると定め

る）。5 項では、適切な地球規模・地域組織

等はそうした組織が設定した措置の実施に

ついて締約国会議に報告するとの規定が提

案されている。この他、区域型管理ツール

と関連する課題として、環境影響評価

（environmental impact assessment, EIA）があ

り、第 22 条は、EIA 実施の義務を定めてお

り、その詳細については多々文言の調整が

必要となっている44。また、区域型管理ツー

ルの提案や実施に関し、国際機関、地域・

小地域機関との連携が想定され、例えば、

区域型管理ツールの提案に関する協議（第

18 条 2 項）、実施の推進（第 20 条 4 項）、監

視や点検（第 21 条 5 項）、EIA の協議（23
条 2 項）などに関連する、文言が盛り込ま

れている。更には、学術界や市民社会組織

等との連携も想定されており、区域型管理

ツールの提案に関する協議（第 18 条 2 項）、

環境影響評価に関する通知（第 34 条 2 項）

などに関連する文言が提案されている。 
  
5－3 地域漁業機関と脆弱海洋生態系保全 

 公海における持続可能な漁業と海洋生態

系の保全の両立を図る取組の一例は、地域

漁業管理機関が指定しその保全を図る「脆

弱海洋生態系（VME）」保全・管理プログ

ラムである。深海底にある海嶺、熱水噴出

孔、冷水サンゴなどの重要な海底生態系を

漁業活動によりもたらされる悪影響から保

護し、保全するというもので、FAO の「公

海深海漁業管理のための国際ガイドライン」

では、海洋生物の個体群や生息地が短期間

あるいは恒常的な攪乱により、その物理的

あるいは機能的に脆弱な性質から重大な変

化を受け、回復が遅いあるいは回復しない

生態系を指すものと定義され、その特定指

定基準を掲げている45,46。 
 BBNJ 新協定案では、第 14 条で提案され

る海洋保護区を含む区域型管理ツールが対

象とする海域を特定していく際に、第 16 条

で提案する特定基準が VME や生物多様性

条約の下での生態学的もしくは生物学的に

重要な海域（EBSA）などの特定基準と共通

する部分があり、海洋保護区を含む区域型

管理ツールの設定において、VME や EBSA
が重要な基盤となりうることが想定される。

ただ、実際の地域漁業管理機関における

VME 保護区の具体的な指定および保護・管

理措置は、各地域漁業管理機関が関係国間

で合意し、実施していることから、VME 保
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護区の指定の数や範囲、保全管理措置の実

施状況などについては、地域漁業管理機関

の間で幅があり、必ずしも一様ではない47。 
 留意すべき点としては、BBNJ 新協定案第

4 条で、新協定は既存の協定や組織を損なう

ものではないとして、特に公海深海底にお

ける海洋生物多様性や深海底生態系の保全

に関し、VME の取り組みを進める地域的漁

業管理機関が役割を担い続けるものと理解

される。こうした観点から、VME の保全・

管理の取り組みを掌る地域漁業管理機関と

取り組みや手順、体制整備などを取り組み

の実効性を高める視点から地域の特性や諸

条件を踏まえつつ、一定の標準化を試みる

ことは有用と考えられている。BBNJ 新協定

の下で海洋保護区や区域型管理ツールを構

築していく上では、地域漁業管理機関の存

在が大きく、ただ、特定の海域でそうした

地域漁業機関が存在しない場合には、類似

の役割を担う組織が必要であり、新組織の

立ち上げが現実的でないということであれ

ば、既存組織の組織目的を BBNJ 新協定の

下での海洋保護区や区域型管理ツールの模

索を可能とするよう修正していく、あるい

は、複数の組織でそうした取り組みが可能

となるよう連携を図るような組織間協力が

現実的な対応と考えられる。組織間協力と

しては、事務局間の情報共有、合同プログ

ラムの立案・実施や合同会議の開催の他、

ホームページでの情報共有やデータベース

等の共同管理などの選択肢が考えられる。 
 
 

6．結論に代えて―BBNJ 新協定下での地

域協力と国際連携に向けた展望― 

 海洋の利用は漁業を例にとってみても、

ここ数十年の間にその担い手となる国が大

きく変容してきており、アジア、太平洋、

インド洋においては、これまで日本や台湾

といった国や地域が中心となっていた海域

において、中国、インドネシア、インド、

ベトナムなどが漁獲量を凌駕している。一

方で、国家管轄権外区域、いわゆる公海に

おける漁業管理は地域漁業管理機関が中心

となって進めてきているが、こうした機関

が全ての公海を網羅しているわけではなく、

また、その他の機関も必ずしも特定海域の

海洋環境や漁業資源の保全や持続可能な利

用を総合的かつ集約的な議論が行える制度

として確立しているわけではないことから、

こうした制度的空隙を補完する措置が必要

となっている。特に、BBNJ 新協定で想定

されている海洋保護区や区域型管理ツール

の議論において VME や EBSA が重要な基

盤として考えられていることから、既存の

地域漁業管理機関や関連機関の組織間連携

などを通じてそうした政策対話や調査、情

報共有等を行う制度的基盤を整備していく

ことは有用と考えられる。また、組織間連

携については、公式な形での動き出しに準

備が必要となることから、例えば、国際的

な海洋生態系や漁業資源管理に取り組む研

究機関等が沿岸国や海域利用国、漁業国等

の政府や関係団体等とステークホルダー会

議や専門家会議等を開催するなどし、政策

対話や連携の基盤を醸成していくことは意

義深いと考えられる。既に欧米の非政府団

体や研究機関等では、地域的な制度整備が

途上にある海域において、政策対話やステ

ークホルダー会議、関連の調査等を進めて

いる。BBNJ 新協定の下で想定されている

海洋保護区や区域型管理ツールのより効果

的な活用に向け早期にネットワーク整備等

を進めていくことはそうした海域の海洋資

源の保全や持続可能な利用を促進するだけ

ではなく、国家間の利害対立を抑制し、海

洋利用の秩序と国際協調を維持していく上

で戦略的に重要であると考えられる。 
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Abstract 

 
 To promote the conservation and sustainable use of marine biological resources, international legal and 
institutional frameworks have been developed, including the ongoing negotiations on a new agreement 
thereon. While fish catch volumes have been rapidly rising in the East Indian Ocean, regional fishery man-
agement organizations do not cover this sea area. As other multilateral institutions do not focus on the East 
Indian Ocean, or restrict their thematic coverage to marine pollution, there is a need for institutional trans-
formation for the development and effective implementation of area-based management tools including 
marine protected areas. 
 
Key words: East Indian Ocean, marine biological resources, regional fishery management organizations, 
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